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開会に当たって、SirDavidTweedie

氏の経歴が紹介された。同氏は、

1990年に、当時設立されたイギリス

の会計基準設定主体の初代常勤委員

長に任命され、その後、2001年１月

に新たに設立された国際会計基準審

議会（IASB）の初代議長に就任し、

IFRSを、世界の約100か国で適用す

ることに尽力された。およそ20年間、

イギリス会計基準と国際会計基準の

設定を主導された後、2012年よりス

コットランド勅許会計士協会会長を

務められている。

IASBの目的として、「１組の高品

質の会計基準を設定すること」、グ

ローバル基準の必要性として、「企

業が海外で資金調達をすること」に

なり、「人々が外国の企業の財務報

告を理解できないという問題」が出

てきたことを挙げられた。そして、

「例えば、ロンドン市場でもイギリ

ス以外の企業、ニューヨーク市場で

もアメリカ以外の企業が多数上場し

ているが、東京市場で日本以外の上

場はあまり多くはない」ことは、

「規制の問題もあろうが、グローバ

ルな会計基準が必要であると考えら

れる」と述べられた。また、「IFRS

を導入した欧州連合（EU）で、27

の加盟国それぞれが異なる会計基準

を設定していたら、１つの連合は組

めない」とも評された。さらに、

「企業にとっても便益がある。企業

にとっては調達資本コストが低下す

る。ある研究によれば1、ヨーロッ

パにおいて、IFRSは資本コストを
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講演者紹介１

はじめに２

SirDavidTweedie氏は、2001年の国際会計基準審議会（IASB）の設立当初から10年間、IASB議長を務められ

た。その間、欧州連合（EU）をはじめ多くの国でIFRSの適用が進み、IASBを率いた同氏の成果には一定の評価

がある。一方で、米国における国際財務報告基準（IFRS）導入に関する議論の進展が世界的に注目されており、

さらに、我が国においてもIFRSの、上場会社の連結財務諸表への適用のあり方に関してさまざまな意見が交わ

されている。このように、現在、IFRSの採用に関する日米での議論の行方が再び注目される中、「公認会計士の

日・特別賞」の受賞に併せて同氏が来日した機会をとらえ、日本公認会計士協会主催で、2012年７月３日（火）

に公認会計士会館にて講演会が開催された。テーマを「TenYearsattheIASB�thePastandtheFuture」と

題し、約350名ほどの参加を得た。講演会では、IASB議長就任の時代の10年間を、例えば、ヨーロッパにおける

ヘッジ会計のカーブアウト、IASB議長ポストの攻防、リーマン・ショック時のIFRS改訂などのいくつかのエピ

ソードとともに振り返り、今後のIFRSに関する期待や展望について忌憚のない意見を述べていただいた。なお、

括弧で引用している日本語表現は英語で行われた講演内容を執筆者が同時通訳を参考に翻訳したものであること、

さらに、括弧以外の文章は執筆者が記載したものであることをご了承いただきたい。

SirDavidTweedie前IASB議長

による講演会
～IASBでの10年－過去と将来－～
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47ベーシス・ポイント低下させた。

ＩＴシステム統合、連結財務諸表作

成が容易になり、そして帳簿は１組

でよく、海外からの迅速的な資金調

達が可能となり、さらに債権者や仕

入先にとっても有用である」と多国

籍企業を中心とした便益を述べられ

た。

「10年間の進展」では、以下の表

を基にさまざまな話に及んだ。

ヨーロッパにおけるIFRS適用の

議論に当たっては、「IASBをコント

ロールしたかったヨーロッパは、

IAS第39号を嫌っていた。IASBが活

動を開始する以前から存在していた

基準だったにもかかわらず、突然、

突きつけられたと思ったようだ。

（この基準の見直しを2003年12月に

行った時には）公表３日前に、公表

するなという書簡がEU関係者から

送付された。我々は返信もせずに基

準を公表した。基準設定の独立性を

保つ必要があった」とヨーロッパと

の適用を巡る確執の一端についての

説明がなされた。特に、「フランス

政府からは、フランスの銀行の一部

が金融商品のヘッジやデリバティブ

の損失処理を行いたくないとのこと

だったが、IASBは拒否した。結局、

2005年にヨーロッパでIFRSが適用

を開始されるときに、IAS第39号の

カーブアウトにつながった」とし、

「IASBはヨーロッパのためだけに基

準を設定しているわけではない」と

の当時の強い決断を述べられた。さ

らに、「ある人から連絡があり、『フ

ランス政府からIASB議長への就任

要請があったので、どのような職務

内容かを教えてほしい』とのことだっ

た」と明かされ、「議長になるには

自分を辞めさせてからではないとだ

め」と返答したエピソードを紹介、

ヨーロッパのためだけの会計基準で

はないIFRSをヨーロッパに適用さ

せることから生じる困難なプレッシャー

があったことを明かされた。

なお、日本に関しては、「IASBが

米国財務会計基準審議会（FASB）

以外に定期的に会合を持っているの

は企業会計基準委員会（ASBJ）し

かない」とし、2011年を目標に日本

基準とIFRSのコンバージェンスを

進めることとした2007年締結の

ASBJとIASBとの間の東京合意につ

いて言及がなされた。

グローバル基準の使用状況につい

ては、世界地図上でIFRSの適用状

況を色分けし、過去と現在で、IFRS

の適用国が増大していることを示し、

「IFRS移行には３つの問題がある。

（そもそも）変更があること、変更

コストがかかること、主権を失うこ

とがある」とし、特に、「コンバー

ジェンスが進むほど変更やコストは

低減するが、各国設定主体ではなく、

国際的な機関が定める基準を受け入

れることができるか否かという主権

の問題がある」と指摘された。

さらに、国際取引所連合作成の資

本市場のグローバリゼーションの図

を示し、アメリカ以外の市場が拡大

していることに触れ、「アメリカの

資本市場が劇的に縮小し、株式では

アメリカの占める割合は52％から32

％に、そしてアジアは15％から33％

になり、アジアのパワーが急拡大」

していると述べられた。そして、

「だからこそ、日本が会計基準設定

で発言権を持つべきである」と結論

付けた。さらに、「Fortuneトップ

500社でみれば、既にUSGAAP適用

企業よりも、IFRS適用企業の方が
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10年間の進展３

グローバル基準の使用状況４

2001以前 複数の会計基準の存在、国際基準を利用する主要国はなかった

2001 PaulVolcker氏を財団議長としてIASB設立

2002
FASBとのコンバージェンス・プロセスが開始される中、欧州がIFRS

をアドプションする第１波となる

2003 IASBが最初の新基準を公表

2005 欧州25か国、7,000超の上場企業がIFRSに転換

2006
FASBとIASBが、IFRSとUSGAAPを実質的にコンバージェンスするロー

ドマップを確立（MoU）

2007
ブラジル、カナダ、韓国がIFRSアドプションの第２波となる

ASBJとIASB間の東京合意

2008�11

評議員会とIASBがグローバル金融危機への対応を優先化； G20が再

三にわたりグローバル基準への移行を求める。IFRSと日本基準のコン

バージェンス・プログラムの目標期限

2012
コンバージェンス・プログラムの継続と米国証券取引委員会（SEC）

及び日本の意思決定の目標期限

（研修テキストを翻訳）

〔表〕
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多い」とし、日本の適用に大きな期

待を寄せられた。

次に成功の要因として、組織的な

ガバナンスが高品質の基準設定を支

援しているとし、 具体的には

「IASBは政治的な圧力から独立した

基準設定主体」であるために、会計

基準の品質の維持・保証が可能であ

ることを挙げられた。また、「IASB

創設時には、FASBをモデルにした」

が、異なる点として、「アメリカの

場合は（規制当局である）SECがあ

る」と述べられた。IASBには規制

当局がなかったため、「フランス政

府からは、フランスの会社のための

基準を勝手にロンドンで作り、

IASBは民主的正当性が欠けている」

との批判があったとのことだった。

その後、「日本の金融庁のおかげで

モニタリング・ボードを作ることに

なった」と日本の金融庁に言及され、

現在のモニタリング・ボード、評議

員会及びIASBという３層構造のガ

バナンスになったとされた。ただし、

今後のモニタリング・ボードについ

ては、「現在、日本は発言権を確保

している。しかし、欧州委員会

（EC）の委員と意見が異なる場合、

日米はIFRSを使用していないため

に論拠が弱い。日本がIFRSをアド

プションすると政治的ダイナミクス

が変わる」と、日本の早期のアドプ

ションを推奨する意見を述べられた。

USGAAPとのコンバージェンス

については、「FASBとの緊密な協力

が高品質な基準開発につながり、２

つの基準間の差異を削減した」と述

べられた一方で、「USGAAPとのコ

ンバージェンス作業は終わりに近付

いている。現在のワークプランが終

了後、このような共同作業を更新す

る予定はないだろう」とのことであ

る。

そもそもコンバージェンスの「始

まりはエンロンが契機」であり、

「アメリカ国内の政治的な圧力によ

り、アメリカ以外の会計基準を参考

にすることが求められ」、当時IASB

のボードメンバーで、（2002年以降）

FASB議長に就任したBobHerz氏と

協議の結果、「USGAAPとIFRSの相

違を検討した上、改善には時間がか

かるため、優れていると考えられる

基準を取り入れよう」ということに

なり、数年間作業を継続したが、

「いつも基準が変わることに、皆さ

んが疲れてしまった」という結果を

招いたとの認識を示された。

2006年には、SECと協議し「2006

年MoUでは、特定の基準を選んで

コンバージェンスを行うことの了解

と、その後、MoUが完成すれば、

IFRSに基づく財務諸表でアメリカ

で資金調達をする際に求められる調

整表要求を撤廃することを検討する

ことを約束し、１年後には調整表要

求が強制されなくなった」と述べら

れた。また、「（2006年）当時Bob

Herz氏と共にSECに呼ばれた際に、

（当時の）CoxSEC委員長から、2013

年を目途にIFRSを適用したいので、

準備期間のためにも2011年までに

IASBとFASBの両ボードの検討が終

了するように加速してほしい」との

要請があったとのことである。

しかし、その後「金融危機が全世

界的に起きた。そもそも企業が破た

んの危機にあるのにUSGAAP以外

の会計上の枠組みを使うというのが

困難な時期になった。金融危機がな

ければアメリカがIFRSを適用する

意思決定は、既になされたのではな

いか」との認識を示された。最後に、

「IFRSとUSGAAPでコンバージェン

スは進んだが、時間がかかりすぎた」

との心情も吐露された。

「IASBが資産負債アプローチを

採り、究極的には全面公正価値会計

に移行するとの懸念が日本にはある

ことを承知している」と断った上で、

「全面公正価値会計により、バラン

スシートで企業価値を示すという懸

念は全くの誤解であり、そんなこと

は考えてみたこともない」と説明さ

れた。あくまでも「資産負債アプロー

チで肝心な点は、資産・負債の定義

である。（借方でいえば）単に資産

を定義付けして、そこから費用を定

義付けるということだけである。資

産の定義を用いずに費用を定義付け

ることができるとしたら、それは驚

きだ」とし、「全面公正価値会計に

なることはない」と断言された。そ

して、「金融商品や投資不動産など

の公正価値に基づく評価を求める基

準は従前から引き継いだだけ」であ

るとし、「IFRS第９号によって公正

価値を適用される範囲は、IAS第39

号より少ない」ことを例に挙げられ

た。さらに、「FASBもアメリカ国内

で支持を得ることができず、金融商

品の全面公正価値による評価を取り

下げた2」と付言された。繰り返し、

「IASBは全面公正価値にはならない」

との発言がなされ、「概念フレーム

ワークの議論が重要」であるとその

重要性を説かれた。そして、「有形
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IASBの組織５

USGAAPとのコンバージェ

ンス
６

資産負債アプローチ７
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固定資産の場合、生産能力の価値を

表すために取得原価が維持される。

すべての有形固定資産を公正価値で

評価しても意味はない」とした上で、

日本では「再評価についての懸念も

あるが、これはあくまでも選択肢で

ある」とされた。また、「すべての

有形固定資産の再評価を行うわけで

はない。また、すべての企業が再評

価するわけではない」と強調された。

「主要プロジェクトのうち、リー

ス、収益認識、金融商品の３つ（の

会計基準の検討）が進行中である」

が、そのうち「一番複雑なのは金融

商品会計基準である」とのことであっ

た。そして、「金融商品の価値は将

来予想と連動する。金融商品は長期

的な政治的、経済的理由で変わるか

もしれない」、また、「銀行は社会的

役割を担っている。貸出の増減いか

んによって、マクロ経済の景気変動

にも影響する。そのために銀行監督

が必要になるし、銀行に関する会計

を厳密にする必要がある」とされた。

ここで、「イギリスでローンを公正

価値評価したら、過去10年で銀行の

利益は大変なボラティリティがあっ

ただろう」とし、「償却原価なので

そうはならない」と全面公正価値会

計は採っていない旨を強調された。

その後、IFRS第９号における公正

価値、その他の包括利益（OCI）と

リサイクルの問題について言及され

た。さらに、「世界危機において、

欧米の銀行では減損の兆候が存在し

ていたのに、減損損失をしなければ

ならないときにしなかった」とし、

「発生損失モデルから予想損失モデ

ルに移行しなければならない」とさ

れた。

先述のとおり、銀行は重要性が極

めて高いこともあり、「金融危機時

に、突然政治家が会計処理を変えな

ければならないと言い出した」と、

2008年10月に行われたIAS第39号改

訂の経緯に話が及んだ。そして、

「ECは、銀行が公正価値評価から取

得原価に移行することができる立法

化を進めようとした」とし、それは

「リーマン・ショックから１週間以

内」のことであり、「銀行は損失を

計上しないことでは、何の開示効果

もない、誰も理解できず信用できな

い」が、「マーケットが待ってくれ

ず、３か月のデュー・プロセスを踏

まずに」、「非難が多かったが（改訂

を）決断した3」とのことであった。

そして、この時期は「IASBにとっ

て最悪の時期であった。多くのボー

ドメンバーから辞任の意向があった」

と内情を披露された。そして、「も

し、当時モニタリング・ボードが発

足していたなら状況は異なるものだっ

たが、当時はなかった」と振り返ら

れた。

その他、「IFRS第９号で日本の持

ち合い株式に関する意見を反映した

こと」と「日本における『リスクか

らの解放』という議論は理解してい

る」とした上で、OCIについて説明

された。さらに年金会計では、アメ

リカの自動車業界の例を挙げ、この

会計基準によって、アメリカ車１台

には多額の退職者に係る費用が含ま

れていることが明確になった事例を

説明され、また、リース会計の改訂

の必要性に関しては、航空会社では、

オペレーティング・リースにするこ

とによって、多くの航空機がオフバ

ランスとなっている状況を解消する

必要があるとして、いずれバランス

シートに計上されている航空機に乗

りたいという希望を述べられた。

「SECから、来週くらいにスタッ

フ・ペーパーが出ると聞いている4」

が、「IASBはもうコンバージェンス

に耐えられないだろう」、そして

「あたかもアメリカとヨーロッパし

かこの世の中に存在しないような対

応はできないだろう」と指摘された。

また、「アメリカの決定は、大統領

選に影響されるので、IFRSの採用

に関する決定が遅くなる」が、いく

つかのアメリカの企業の事例を挙げ

た上で、「それらの企業もIFRSを適

用したいため、（決定されれば）迅

速にIFRSを適用することになろう」

と述べられた。そして、IASBの活

動について、「最初の５年間はヨー

ロッパやオーストラリアのために活

動し、次の５年間はアメリカのため

に活動してきた。今後は日本である。

アジア、特に、日本の懸念に十分に

応えることとなろう」との認識を示

された。「OCIや当期純利益の議論、

そして共通支配下の企業結合は間違

いなく議論になる」とし、「日本が

深く関心を持っている項目は、日本

からのインプットや意見を期待して

いる」とのことであった。

2012年２月に公表されたIFRS財

団評議員会の戦略レビューを基に、

「コンバージェンスは答えではなく、

アドプションが目標」との記載を紹

介し、「アドプションを進めること

が重要」と述べられた。また、「日

本はどのようにすれば発言を聞いて
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リーマン・ショック８

アメリカの動向と日本９

次の10年に向けた目標10
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もらえるのかについて、日本単独で

IASBと議論するのではなく、アジ

ア・オセアニア会計基準設定主体グ

ループ（AOSSG）でアジア全体が

同じ立場であれば強力な発言力にな

る」と示唆された。さらに、「日本

はAOSSGでリーダーシップを果た

すことができる。日本はAOSSG議

長だった時もある」と激励の言葉が

あった。

また、「日本では３つの基準（日

本基準、USGAAP及びIFRS）が使

える。そのような状況は、日本だけ

である」とし、「USGAAPを設定し

ているFASBは日本企業への影響を

考えない。しかし、IFRSを設定し

ているIASBは日本のことを考慮す

る。IFRS第９号で持ち合い株式の

処理を定めたのは明らかに日本のた

めである」とのことであった。

また、「アジアにオフィスを設置

することとなり、場所は東京に決まっ

た。日本がアジアでリーダーとなれ

ると思ったから決定した。日本が

IFRSの原動力になると信じたから

だ」としながらも、「（決定には）か

なりのプレッシャーがあった。中国

も韓国も誘致したかった」と述べら

れた。しかし、日本に決定した理由

は、「日本には早くリーダーシップ

を発揮してほしいので、前向きな意

思決定をしてもらいたい」との見解

を示された。

さらに、「会計基準が全世界で使

え、首尾一貫性のある適用を確保す

る必要があるため、当局に、自国に

おいてきちんと首尾一貫性のある適

用がされているか確認してほしいと

要請している」こと、そして、「ア

ドプションしているとしながら正し

くアドプションされていないケース

があり、アドプションという以上は、

正しく適用することが重要である。

カーブアウトはあってはならない」

と明言された。「各国が、嫌いな基

準を自分たちで勝手にカーブアウト

していたらグローバルな基準になら

ない」とした上で、「基準が公開さ

れると、適用２年後に適用後レビュー

を実施することになっている。ここ

で意見を出すべきである」との認識

を示された。そしてここでも、「例

えば、のれんの償却がよいというこ

とであれば、AOSSGをまず説得し

てほしい」とし、「AOSSGを説得す

ることができれば、IASBを説得す

る可能性が高まると思う。現状の基

準が正しいと思っているが、改訂を

目指してほしい」とのことであった。

なお、モニタリング・ボードの構

成では、2012年２月に公表されたモ

ニタリング・ボードの報告書に触れ、

「日本は常任のメンバーになるだろ

う」としながらも、「常任の要件は

『IFRSの使用』が重要になる。なぜ

このフレーズが入ったのか」という

と、それは「適用していない国への

警告にもなるからだろう」との認識

を示された。

加えて、「IASBは変わりつつある。

焦点は、欧米から今後はアジアにな

る」とし、「日本からのインプット

は重要である」ことを強調された。

さらに、「アメリカの決定を待たず

に、日本が決定することで大きな影

響を持つことになる」、そして、「ア

メリカがIFRSの世界に入るように、

日本がプレッシャーをかける」こと

で、「アメリカは自分だけ孤立する

ことに気付く」こととなるため、

「日本は重要なカードを持っている。

日本はIFRSのアドプションが必要

である」と強調された。

最後に、「チャンスである。日本

が意思決定することを期待している。

世界のリーダとして、取るべき役割

を果たしてほしい」というメッセー

ジで講演を締めくくられた。

IASBの過去10年、議長時代には

言えなかったことも披露していただ

き、さらに、日本へ向けたメッセー

ジは将来への道筋の参考になると思

われる。

講演の後、質疑が行われた。概要

は以下のとおりである。

Ｑ１．日本会計基準はIFRSとコン

バージェンスしてきた。さらに、

日本市場でIFRSを任意適用で

きることになってきた。このよ

うな状況下、IFRSの使用は十

分と考えるか。

Ａ１．答えはNOである。日本の会

計基準がIFRSと相違ないとし

ても、日本基準は他国では理解

されない。日本人が台湾の会計

基準を知らないのと同様である。

一言一句同じアドプションをす

れば理解してくれる。投資も増

えるだろう。

Ｑ２．個人的な会計観のルーツがど

こにあるのか。OCI・リサイク

リングなどで日本が主張するに

当たって、より良い主張の方法

を教えてほしい。

Ａ２．大学生のとき、教授からの質

問で自分の富・財産を評価する

ことがあった。例えば、住宅は、

購入した取得原価から減価償却

を控除するか、それとも売却価

格・購入価格で評価するのかと

いう議論をした。エジンバラ大

学で教えていたとき、各自が使

用すべきと考える資産の価値を
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提出させると、一般の学生の４

分の３が売却価格を示し、残り

の会計を学んだ学生は減価償却

控除後の取得原価を使っていた。

資産の全面公正価値評価がよい

とは思わない。

その資産自体に価値があるの

であれば公正価値が適する場合

もあるが、何か生産するのであ

れば取得原価がよいし、金融商

品は混合属性でよい。IFRS第

９号は改善余地があるが、おお

むねよい。OCIについては、イ

ギリス基準では混乱している。

一部はリサイクルするが、ほと

んどはリサイクルしない。個人

的意見は違うが、リスクからの

解放のロジックは分かる。まず

は、AOSSGを説得してほしい。

Ｑ３．10年間の議長就任時代に、最

も厳しい決断又は最も後悔して

いることは何か。また、10年間

で最大の貢献は何か。

Ａ３．最も後悔しているのは、（質

問者の）山田辰己さんをIASB

のボードメンバーにしたことだ

（笑）。山田さんが議論の末に

「最後に１点質問させてくださ

い」と切り出すと、その指摘に

よってIASBの議論を一から議

論し直すことが何度もあった。

10年間の議長就任時代で、予

想どおりだったことはない。専

門知識の下で最もよい基準を設

定したかった。しかし、EUが

IFRSを適用することになって

から、世界的基準設定主体とし

て様変わりし、政治的になった。

１組のグローバルスタンダード

を各国に説得することになった。

初めは適用が５か国以下であっ

たが、最終的には約130か国で

ある。そんなことは想定しなかっ

た。

最悪なことは、政治家とやり

取りする必要があったことであ

る。難しい時期もあり、怒り心

頭のときもあった。３回も欧州

財務大臣会議に参加し、熱心に

議論した。基準設定主体として

正しいことは、どんなプレッシャー

からでも撤退すべきではないこ

とである。しかし、金融危機の

真っただ中で、正しい会計基準

を変更しなければならなかった

ことは最悪であった。変更しな

ければ株式市場が暴落しただろ

うが、ボードメンバーの中には

辞めたいという人が何人もいた。

最悪だった。

Ｑ４．IASB会議の円卓の中でFair

Valueを信奉する人が固まって

座っていて、その皆さんが退任

したので、ボードの見方・考え

方が変わった、「FairValueコー

ナー」がなくなったという表現

があるそうだが本当か。さらに、

世界中がIFRSを適用すると、

いずれFairValue信奉者の意見

に戻るという見解があるがどう

か。

Ａ４．確かに、いわゆるFairValue

コーナーがあった。FairValue

を信奉していたボードメンバー

が２、３人ほど固まって座って

いた。しかし、金融商品会計は

全面公正価値ではない。FASB

がそのような意見であったが

IASBは正しいと思えず、拒否

した結果がIFRS第９号となっ

ている。結局はアメリカでもサ

ポートされず、2,000通ものコ

メント・レターのうち数通しか

賛成ではなく、ほとんど反対で
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あった。IASBはそのような考

えを採らなかった。少なくとも、

我々が生きている間には全面公

正価値にならないであろう。

Ｑ５．会計基準と金融危機の関連が

議論される。FairValueが、金

融危機を加速化するという指摘

がある。金融危機と会計基準の

関係について所見を聞かせてほ

しい。

Ａ５．欧州危機は、2008年の延長で

ある。個別の企業から、国に飛

び火している。ギリシャだけで

なく、他国も政府の負債が開示

されるべきなのに明示されてい

ない。そして、ギリシャの国家

債務では、例えば、本来の額の

50％の価値しかないのに、引当

計上、減損、償却処理していな

いのは問題である。IFRS第９

号の適用で改善したと考えてい

る。

Ｑ６．2009年６月に金融庁の「我が

国における国際会計基準の取扱

いに関する意見書（中間報告）」

が公表されたのち、日本では連

結財務諸表と単体財務諸表とと

もにIFRSが適用されるのでは

ないかという認識だった。ヨー

ロッパの先例も参考にしながら、

IFRSは上場会社の連結財務諸

表に適用するということが明確

になってきた。また上場会社す

べてなのか、グローバル企業だ

けなのかという議論になってき

ているがどうか。

Ａ６．ヨーロッパでIFRSが導入さ

れた際、上場会社の連結財務諸

表に限定した。適用に当たって、

どの国でも適用方法を決めるこ

とができる。アメリカは上場会

社の中小規模の会社で、国際的

な活動はしていないと思われる

企業の反対が多いと思われる。

上場会社の80％はIFRSという

ような切り分けでもよいのでは

ないか。皆さん次第である。

なお、 IASBではIFRS for

SMEs（SME基準）を策定して

いる。中小企業には、完全版

IFRSは複雑すぎるということ

で策定した。7,000万の中小企

業が使っており、大成功してい

るといえる。日本でSME基準を

使うべきかどうかの見識はない。

IFRSの適用を上場会社の連

結財務諸表にするということは

妥当である。どのような企業が

IFRSを使うべきメリットがあ

るかということを考える必要が

ある。

Ｑ７．１年前、震災直後の来日以来

の再会である。IASB議長時代

よりも元気そうだ（笑）。IFRS

についての日本での講演は最後

の機会であろうということだが

どうか。

Ａ７．スコットランド勅許会計士協

会会長として、監査の問題に取

り組んでいる。日本においてさ

まざまな思い出、固有の文化に

接してきた。今回の来日は、大

変、うれしい。

以上のようなやり取りがあり、講

演は盛会裏に終了し、大変、実りあ

るものだった。

（日本公認会計士協会事務局

石井和敏）

〈注〉

１ 「DoesMandatoryAdoptionof

InternationalFinancialReporting

StandardsintheEuropeanUnion

ReducetheCostofEquityCapital?

（SiqiLi著）」が該当すると思われ

る。

２ FASBは 財 務 会 計 基 準 書

（SFAS）第133号「デリバティブ

商品及びヘッジ活動の会計」第

224項において、「すべての金融商

品が公正価値で報告される場合、

財務諸表はさらに有用となり、そ

れが長期目標であるということに

同意している」として、金融商品

の全面公正価値会計を長期目標と

して掲げることが記載されていた。

３ 平成20年 （2008年） 10月、

IASBは、IAS第39号とIFRS第７

号を改正する「金融資産の保有目

的区分の変更」 を公表し、

USGAAPの規定と合わせるため、

①稀な状況において、トレーディ

ング目的の分類から他の分類へ振

替え可能、②売却可能に分類され

た貸付金及び債券を一定の場合に

振替え可能とした。

４ SEC主任会計士室による最終ス

タッフ報告「IFRSを米国発行体

の財務報告制度へ組込む検討のた

めの作業計画」は、2012年７月13

日付けで公表された。以下のURL

から入手可能である。 http://

www.sec.gov/news/press/2012/20

12�135.htm
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